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会議の概要（議事録） 

 

 

会議の名称 
（番号） 

１-２６ 
令和５年度第１回 区内循環バス運行検討会 

開 催 日 時 令和５年１２月２２日（金）  １０時００分から１０時５０分まで 

開 催 場 所 墨田区役所（墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号）庁舎１２階 １２３会議室 

出 席 者 数 

委員１９人、事務局２人 

【委員】◎戸崎肇、鎌塚俊充、池田勝彦、島川光司、藤平忠晴、石郷岡亮、尾崎弘一

（※）、渡部淳、渡辺貴文（※）、福本健二、米澤暁裕、小池毅、志村雅貴、

須藤正、森山育子、郡司剛英、久井隆司、武井勝人、天海晴彦 

（※は代理での出席） 

【事務局】都市計画課主査、都市計画課主任 

会 議 の 公 開 

（ 傍 聴 ） 

公開(傍聴できる) 部分公開(部分傍聴できる） 

非公開(傍聴できない) 
傍聴者数 ０人 

議 題 

審議事項 

１ 迂回ルートの新設について 

報告事項 

１ 区内循環バス南部ルートの一部変更及び停留所の新設等について 

２ 「（仮称）墨田区地域公共交通計画」の策定について 

３ 区内循環バス定期券の券種の新設について 

４ その他 

配 付 資 料 

１ 会議次第 

２ 区内循環バス運行検討会 出席者一覧 

３ 審議 迂回ルートの新設について 

４ 報告 区内循環バス南部ルートの一部変更及び停留所の新設等について 

会 議 概 要 

１ 事務局挨拶 

（１） 本検討会について、以下の事項を説明した。 

   ア 道路運送法施行規則第４条の２に規定する地域公共交通会議であること 

   イ 墨田区附属機関の設置に関する条例に基づく付属機関であること 

   ウ 審議会等の会議の公開に関する基準に基づき公開されること 

   エ ２２人中出席者１９人であり、運行検討会に関する要綱第６条第１項に定

める条件（半数以上の出席）を満たしていること 

   オ 道路運送法の改正に伴い、区内循環バス運行検討会に関する要綱を一部改

正したこと 
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２ 委員の紹介 

  配布資料２のとおり 

 

３ 審議事項説明及び質疑 

  配布資料３について事務局より説明。本件については一部関係者との協議中であ

るため、合意は後日書面手続きにて行う旨の了承を得る。委員からの質疑、意見

はなし。 

 

４ 報告事項説明及び質疑 

  配布資料４について事務局より説明。委員からの質疑、意見はなし。 

 

５ 委員による意見交換 

  昨今の交通を取り巻く状況について事業者、行政等の視点から意見交換を実施。 

 

６ 閉会 

所 管 課 都市計画部都市計画課公共交通担当 内線３９０８ 

 


